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中間貯蔵施設の整備等

事業イメージ

請負事業

福島県内では、除染に伴い放射性物質を含む土壌や廃棄物が大

量に発生。現時点では、これらの最終処分の方法を明らかにす

ることは困難である。除染後の土壌等は各地で仮置きされてい

る状態であり、一刻も早くこれを解消するため、福島県内で発

生した放射性物質を含む土壌や廃棄物を、最終処分するまでの

間、安全に集中的に管理する中間貯蔵施設等について、引き続

き地元の理解を得ながら、整備等を着実に実施するため全力を

尽くしていくこととする。

・中間貯蔵施設の建設、管理運営、除去土壌等の輸送等

東日本大震災からの復興を加速化するため、中間貯蔵施設の整備等の推進を図る。

中間貯蔵施設の整備等を行います。

【令和元年度補正予算（案） 150,000百万円】

民間事業者・団体等

令和元年度

環境省 環境再生・資源循環局 環境再生施設整備担当参事官室 電話：03-5521-9249

中間貯蔵施設の整備

輸送車両の走行状況

■請 負


